
一 時 保 育 
多古こども園では、みなさんの子育てを応援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利 用 形 態 ど ん な と き に 使 え る か 利用可能日数 

非定型的保育 

※３ヶ月ごとに申請 

・週２～３日、外で働いているが、そ

の間子どもを見てくれる人がいない。 週３日以内 

緊急的保育 

※１ヶ月ごとに申請 

・ケガや病気のため通院する際に、子

どもを見てくれる人がいない。 

・親族が入院したので、看護するため

に子どもを見てほしい。 

・冠婚葬祭等に参加する際に子ども

を見てほしい。 

月１５日以内 

私的理由による保育

※利用ごとに申請 

・私的理由（育児疲れ等）で、子ども 

を見てほしい。 週２日以内 

 

 



〒２８９－２２４１ 

多古町多古２０００－６ 

 

ＴＥＬ ０４７９－７６－６０５０ 
 

利 用 要 件 多古町に住所がある方 又は 多古町に里帰り中の方 

利 用 年 齢 生 後 ６ か 月 か ら 就 学 前 の 乳 幼 児 

利 用 日 時 

国民の休日及び１２月２９日から翌年１月３日までを除いた月曜日から土曜日 

午前 ８ 時 ３０ 分  ～  午後 ４ 時 ３０ 分 

利 用 料 金 

月曜日から金曜日 

（給食・おやつ含む） 

 [ ３歳未満児 ] 

    ４時間以上 ２，０００円 

    ４時間未満 １，０００円 

 [ ３歳以上児 ] 

    ４時間以上 １，４００円 

    ４時間未満   ７００円 

土曜日 

（給食・おやつ無し） 

 [ ３歳未満児 ] 

    ４時間以上 １，８００円 

    ４時間未満   ８００円 

 [ ３歳以上児 ] 

    ４時間以上 １，２００円 

    ４時間未満   ５００円 

⦿ 利用時間以外は、３０分ごとに５０円かかります。 

⦿ 私的利用による保育は定員等により、日程の変更をお願いする場合が

あります。 

 

⦿  一時保育では、初めて利用する方に安全・安心に過ごしていただける 

よう、親子面談をお願いしています。 

⦿ 月末に１か月の利用料金の納入通知書を作成しますので、翌月始めに

つり銭のないよう、事務室に納入してください。 

⦿ 問い合わせ、申し込みは下記まで御連絡ください。 
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